
御坊市 市制施行７０周年記念事業 御坊市フォトコンテスト応募規約 

 

御坊市が実施する御坊市フォトコンテスト（以下「本コンテスト」という。）にご応募

いただく前に、本規約をよくお読みいただき、同意のうえでご応募ください。なお、本コ

ンテストにご応募いただいた場合、本規約に同意したものとみなします。 

 

１．目的 

本コンテストを通じて、御坊にあるたくさんの魅力を発見・再発見してもらうことで、

私たちのまちごぼうへの愛着を深めてもらうことを目的とします。 

 

２．募集テーマ 

『大好きな御坊 ～残したいまちの風景～』をテーマとし、御坊市の暮らし、まちな

み、人、自然など未来へ伝えたい大好きな御坊の写真を募集します。 

 

３．応募資格 

中学生以上で御坊市内に在住・在勤・在学している方（未成年の方は、保護者の同意

を得て、ご応募ください。） 

 

４．応募要件 

⑴ 令和６年４月１日（月）から令和７年２月１４日（金）までに撮影した写真であること 

⑵ 御坊市内で撮影した写真であること 

⑶ 他のフォトコンテスト等へ応募したことのない写真であること 

⑷ 他の印刷物や展覧会等で使用されたことのない写真であること 

⑸ 応募者本人が撮影した写真であること 

⑹ 写真１枚で表現しているもので、大幅な加工処理が行われていない写真であること

（組み写真や合成等不可） 

 

５．応募方法 

⑴ 応募写真は、カラーまたはモノクロ写真で１人３点までとし、入賞作品は 1人１点ま

でとする。 

⑵ 応募写真は、２Ｌ判サイズでプリントした写真とする。 

⑶ 応募写真の裏面にフォトコンテスト応募用紙を貼り付け、御坊市役所総務部企画課秘

書室に直接持参するか、郵送で提出してください。 

※応募用紙は御坊市役所１階みやこ姫ロビーまたは御坊市役所総務部企画課秘書室に用

意しています。また、御坊市ホームページからもダウンロードできます。 

 



６．応募期間 

令和７年１月２７日（月）から２月１４日（金）まで 

※郵送時は２月１４日（金）必着 

 

７．賞 

入賞の点数及び賞金は次のとおりとする。 

⑴ 最優秀賞  １点 賞金２万円 

⑵ 優 秀 賞  ３点 賞金１万円 

⑶ 入    選  ５点 賞金５千円 

 

８．審査、入賞作品の発表 

⑴ 応募期間終了後、御坊市役所総務部企画課秘書室内で厳選なる審査を行います。 

⑵ 入賞者には本人宛に結果を通知するとともに、３月に表彰式を行います。 

⑶ 入賞作品は御坊市役所内で展示及び御坊市ホームページ等で公開します。 

⑷ 入賞者の氏名は公表いたします。 

⑸ 応募者の個人情報は、本コンテストの運営に必要な場合に限り使用することとし、目

的外で利用することや、第三者への提供等は行いません。 

 

９．注意事項 

⑴ 応募作品は返却しません。 

⑵ 入賞作品は、後日、データの提出をお願いします。 

⑶ 個人が特定される被写体を含む場合や、第三者が権利を有する著作物が作品の中に含

まれる場合は、許可を得てからご応募ください。 

⑷ 応募者は、自身が作品を応募する適法な権利を有していること、応募写真が第三者の

一切の権利を侵害していないことを、御坊市に対し表明し保証するものとします。応募

写真について、御坊市は一切の責任を負いません。 

⑸ 本コンテストの応募をもって、二次利用に同意するものとします。入賞作品は、御坊

市ホームページ、御坊市公式ＳＮＳ、印刷物等において使用させていただくことがあり

ます。その際に写真のトリミングや画像処理を行う場合があります。 

⑹ 審査に関するお問い合わせには一切お答えできません。 

 

１０．禁止事項 

次のいずれかに該当する、または該当する恐れがある作品の応募は禁止します。なお、

入賞通知後に禁止事項に該当することが判明した場合には、入賞を取り消すことがありま

す。 

⑴ 法律、法令等に違反または違反するおそれのある作品 



⑵ 公序良俗に反するまたは反するおそれのある作品 

⑶ 特定の個人・団体等を誹謗中傷する作品 

⑷ 政治活動、選挙運動、宗教活動またはこれらに類似する作品 

⑸ 第三者の著作権、商標権、肖像権その他知的所有権を侵害する作品 

⑹ 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とする作品 

⑺ 虚偽や事実と異なる内容及び単なる風評や風評を助長させる作品 

⑻ 本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩する等プライバシーを害する作品 

⑼ その他本コンテストの運営上、御坊市が不適切と判断する作品 

 

１１．免責事項 

本コンテストに参加したこと、または入賞したことに起因するいかなる損失、負債、被

害、費用その他申し立てについて、御坊市は一切責任を負いません。 

 

１２．応募、問い合わせ先 

〒６４４－８６８６ 和歌山県御坊市薗３５０番地２ 

御坊市役所総務部企画課秘書室 

電 話 番 号：０７３８－２３－５５３６ 

Ｆ Ａ Ｘ：０７３８―２３－５０７７ 

メールアドレス：hisyo@city.gobo.lg.jp 


